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      2001年12月19日
公正貿易センター

＜対日アンチ＜対日アンチ＜対日アンチ＜対日アンチ・ダンピング情報＞・ダンピング情報＞・ダンピング情報＞・ダンピング情報＞
－公正貿易センター・レポート－
（第１０２号 ２００１年 １１月度）

当センターが各国官報等により把握しました2001年11月度の主要国の対日アンチ・ダンピング(ＡＤ)
措置に関する情報を下記の通り取りまとめましたので、御送付申し上げます。

（お問合せ先：℡03-3591-4550）
Ⅰ  主なトピックス

《ＡＤオリジナル調査関連》

    １．米 国
         ① 11月19日付で、ＩＴＣは「冷延鋼板」に対するＡＤ損害調査（2001年9月28日ＩＴＣ調
            査開始）において、“損害有り”との仮決定を公告した。

         ② 11月19日ＩＴＣは、国際貿易裁判所の指示による再調査となった「ｽﾃﾝﾚｽ継目無鋼管」に
            対するＡＤ損害調査（2000年8月に“損害無し”との最終決定を下していたもの）におい
            て、“損害有り”との再決定を下し、国際貿易裁判所へ報告した。（本件官報には未掲載）

    ２．インド
         ・11月16日付で、「ペンタエリトリトール」に対するＡＤ調査開始の申請が、国内産業側よ
           り当局に対してなされた。（調査開始情報は、まだ無し）

    ３．ブラジル
         ・11月22日までに「ポリ塩化ビニル」に対してＡＤ調査が開始された。（正式開始日は未確認）
           これは、1995年のＷＴＯ発足以降、ブラジルにおける２件目の日本製品に対する新規ＡＤ調
           査開始案件である。

    ４．中 国（速報）
① 12月6日付で、「ポリスチレン」に対するＡＤ調査（2001年2月9日調査開始）において、

            当局は“損害への因果関係無し”と認定し、調査を終結した。
            中国においては、1997年のＡＤ法制定以降、これで６製品に対するＡＤ調査に対して最終
            決定が下されたことになったが、その内ＡＤ税を賦課しないという決定が下されたのは、
            この「ポリスチレン」が初めてのケースとなった。

         ② 12月7日付で、「カプロラクタム」に対してＡＤ調査が開始された。これは、中国で1997年
            にＡＤ法が制定されて以来４件目の日本製品に対する新規ＡＤ調査開始案件である。

  《ＡＤ措置失効関連》

    １．米 国
         ・11月2日付で、ＩＴＣは「クラッド鋼板」に対するサンセット見直し（2001年6月開始）
           の略式レビューにて“損害の継続又は再発のおそれ有り”との最終結果を公告した。
           それに基づき、11月16日に商務省は、ＡＤ税賦課命令の継続決定（2001年11月16日から
           5年間）を公告した。

    ２．カナダ
         ・11月13日付で、関税歳入庁（ＣＣＲＡ）は「油井管ケーシング」に対するアンダーテイ
           キング措置の失効を決定し、これによりＡＤ手続きは終結となった。

    ３．インド
         ・11月12日付で、「アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム」（1995年11月14日付ＡＤ税
           賦課命令）に対するＡＤ措置失効に関する見直しにて、“ダンピング及び損害の継続又は
           再発のおそれ有り”との決定が下され、ＡＤ税賦課命令が継続されることとなった。
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Ⅱ 主要4ヶ国の官報での、対日ＡＤ案件の１１月度掲載事項

  １．米国１．米国１．米国１．米国（（（（Federal RegisterFederal RegisterFederal RegisterFederal Register））））
        Vol. 66, № 212 ～ № 231 （2001.11.1.～ 2001.11.30.）

     (1)オリジナル調査：

          ①ＩＴＣ： ＡＤ損害調査最終決定（損害有り）の公告
               66 FR 55204 (2001.11.1.)，Issued：2001.10.26.
               ・大径溶接ラインパイプ
                    ［ＩＴＣ：731-TA-919(Final)  Welded Large Diameter Line Pipe］

          ②ＩＴＣ： ＡＤ損害調査仮決定（損害有り）の公告
               66 FR 57985 (2001.11.19.)，Issued：2001.11.13.
               ・冷延鋼板

                    ［ＩＴＣ：731-TA-972(Preliminary)  Cold-Rolled Steel Products］
                

     (2)サンセット見直し：

          ①ＩＴＣ： サンセット見直し（2001年6月開始分）略式レビュー最終結果（損害の継続
                      又は再発のおそれ有り）の公告
               66 FR 55697 (2001.11.2.)，Issued：2001.10.29.

・ クラッド鋼板
                    ［ＩＴＣ：731-TA-739(Review)  Clad Steel Plate］

          ②商務省： サンセット見直し（2001年6月開始分）の結果に基づく、ＡＤ税賦課命令継続
           決定（2001年11月16日から5年間継続）の公告

               66 FR 57703 (2001.11.16.)，Effective Date：2001.11.16.
・ クラッド鋼板

                    ［商務省：A-588-838  Clad Steel Plate］

          ③商務省： サンセット見直し（2001年8月開始分）略式レビューの仮結果期限延長
                     （2002年2月19日までに）及び最終結果期限延長（2002年6月27日までに）
                      の公告
               66 FR 58713 (2001.11.23.)，Effective Date：2001.11.23.
               ・新聞用大型輪転機
                    ［商務省：A-588-837  Large Newspaper Printing Presses］

          ④ＩＴＣ： サンセット見直し（2001年8月開始分）フルレビュー実施決定の公告
               66 FR 59026 (2001.11.26.)，Effective Date：2001.11.5.
               ・新聞用大型輪転機
                    ［ＩＴＣ：731-TA-737  Large Newspaper Printing Presses］
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     (3)そ の 他：

           ①商務省： 国際貿易裁判所及び連邦巡回控訴裁判所の最終判決に基づくＡＤ行政見直し
                       最終結果の修正の公告
                       （見直し対象期間＝1987.3.27.～1992.9.30.）
               66 FR 56538 (2001.11.8.), Effective Date：2001.11.8.
               ・テーパード・ローラー・ベアリング（４”超）
                     [商務省：A-588-604  Tapered Roller Bearings and Parts］

  ②商務省： ＡＤ行政見直し最終結果期限延長（2002 年 1 月 7 日までに）の公告
                      （見直し対象期間＝1999.2.19.～2000.5.31.）
               66 FR 57423 (2001.11.15.), Effective Date：2001.11.15.
               ・熱延鋼板
                    ［商務省：A-588-846  Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products］   

           ③商務省： 事情変更によるＡＤ行政見直し開始、並びに仮結果の公告
               66 FR 58436 (2001.11.21.), Effective Date：2001.11.21.
               ・ポリクロロプレン・ラバー
                    ［商務省：A-588-046  Polychloroprene Rubber］
                    
          
        ２．ＥＵ２．ＥＵ２．ＥＵ２．ＥＵ（（（（Official JournalOfficial JournalOfficial JournalOfficial Journal））））
        OJ Vol.44 № L 288 ～ L 314 (2001.11.1.～2001.11.30.)
        OJ Vol.44 № C 308 ～ C 338 (2001.11.1.～2001.11.30.)

(1) オリジナル調査：  対象案件無し

      (2)そ の 他：         対象案件無し

  ３．カナダ３．カナダ３．カナダ３．カナダ（（（（Canada GazetteCanada GazetteCanada GazetteCanada Gazette））））
        Vol.135, № 44 ～№ 47 (2001.11.3.～2001.11.24.）

      (1)オリジナル調査： 対象案件無し

      (2)そ の 他：       
           ①油井管ケーシング
               アンダーテイキング措置の失効及びＡＤ手続き終結の公告
               Vol.135, No.47,4260（2001.11.24.）, Dated：2001.11.13.
               [CCRA  Decision, Oil and Gas Well Casing]

  ４．豪州４．豪州４．豪州４．豪州（（（（Australian Customs ServiceAustralian Customs ServiceAustralian Customs ServiceAustralian Customs Service））））
        № 01/41 ～№ 01/45 (2001.11.2. ～ 2001.11.30.)

      (1)オリジナル調査： 対象案件無し

      (2)そ の 他：              対象案件無し
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Ⅲ  その他諸国その他諸国その他諸国その他諸国の対日アンチ・ダンピング関連の11月度情報（当センターで入手したもののみ）

    １．インド：
        (1) ペンタエリトリトール
             ・11月16日付で、当局に対しAD調査開始の申請がなされた。

        (2) アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
             ・11月12日付で、当局はAD措置失効に関する見直しの結果、“ダンピング及び損害の
               継続又は再発のおそれ有り”との決定を下した。

    ２．ブラジル：
        ＊ ポリ塩化ビニル
             ・11月22日までに、当局はAD調査を開始した。

以  上


